
１ 議 事 日 程（第１日） 

   （平成２２年第１回有田川町議会定例会） 

平成２２年３月４日 

午前９時３０分開会 

於 議 場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 議案第８号 平成２１年度有田川町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第５ 議案第９号 平成２１年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            ２号） 

 日程第６ 議案第10号 平成２１年度有田川町老人保健事業特別会計補正予算（第３ 

            号） 

 日程第７ 議案第11号 平成２１年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

            号） 

 日程第８ 議案第12号 平成２１年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算（第３ 

            号） 

 日程第９ 議案第13号 平成２１年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計補正 

            予算（第１号） 

 日程第10 議案第14号 平成２１年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算（第 

            １号） 

 日程第11 議案第56号 平成２１年度白馬中学校地震補強・大規模改造（建築）工事の 

            請負契約について 

 日程第12 議案第57号 平成２０年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業 

            有田川町情報通信基盤整備工事の請負変更契約について 

 日程第13 議案第58号 財産の取得の変更について 

 日程第14 議案第15号 平成２２年度有田川町一般会計予算 

 日程第15 議案第16号 平成２２年度有田川町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第16 議案第17号 平成２２年度有田川町老人保健事業特別会計予算 

 日程第17 議案第18号 平成２２年度有田川町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第18 議案第19号 平成２２年度有田川町介護保険事業特別会計予算 

 日程第19 議案第20号 平成２２年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計予算 

 日程第20 議案第21号 平成２２年度有田川町簡易水道事業特別会計予算 

 日程第21 議案第22号 平成２２年度有田川町公共下水道事業特別会計予算 

 日程第22 議案第23号 平成２２年度有田川町農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第23 議案第24号 平成２２年度有田川町簡易排水事業特別会計予算 

－１－ 



 日程第24 議案第25号 平成２２年度有田川町浄化槽事業特別会計予算 

 日程第25 議案第26号 平成２２年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算 

 日程第26 議案第27号 平成２２年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計予算 

 日程第27 議案第28号 平成２２年度有田川町粟生財産区管理会特別会計予算 

 日程第28 議案第29号 平成２２年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第29 議案第30号 平成２２年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第30 議案第31号 平成２２年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第31 議案第32号 平成２２年度有田川町水道事業会計予算 

 日程第32 議案第33号 有田川町名誉町民条例の制定について 

 日程第33 議案第34号 有田川町へき地地域定住促進対策条例の制定について 

 日程第34 議案第35号 有田川町使用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制 

            定について 

 日程第35 議案第36号 有田川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第36 議案第37号 有田川町簡易水道事業基金条例の制定について 

 日程第37 議案第38号 有田川町立学校に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

 日程第38 議案第39号 有田川町生石高原天文台条例を廃止する条例の制定について 

 日程第39 議案第40号 有田川町体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第40 議案第41号 有田川町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

 日程第41 議案第42号 有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条 

            例の制定について 

 日程第42 議案第43号 有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正 

            する条例の制定について 

 日程第43 議案第44号 有田川町子ども医療費の支給に関する条例の制定について 

 日程第44 議案第45号 有田川町生活改善センター条例の一部を改正する条例の制定に 

            ついて 

 日程第45 議案第46号 有田川町野営場等林間休養施設条例の一部を改正する条例の制 

            定について 

 日程第46 議案第47号 有田川町ふるさとふれあいの丘条例の一部を改正する条例の制 

            定について 

 日程第47 議案第48号 有田川町藤並駅前広場条例の制定について 

 日程第48 議案第49号 有田川町火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第49 議案第50号 有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条 

            例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第50 議案第51号 有田川町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例 
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            の一部を改正する条例の制定について 

 日程第51 議案第52号 有田川町道路線の廃止について 

 日程第52 議案第53号 有田川町道路線の廃止について 

 日程第53 議案第54号 有田川町道路線の認定について 

 日程第54 議案第55号 有田川町道路線の認定について 

 日程第55 議案第59号 有田川町岩倉財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第56 議案第60号 有田川町粟生財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第57 議案第61号 有田川町城山山林財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第58 議案第62号 有田川町八幡山林財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第59 議案第63号 有田川町安諦山林財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第60 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第61 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第62 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第63 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第64 選挙第７号 有田川町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名） 

    １番   増 谷   憲       ２番   堀 江 眞智子 

    ３番   橋 爪 弘 典       ４番   東   武 史 

    ５番   岡   省 吾       ６番   前  利 夫 

    ７番   湊   正 剛       ８番   佐々木 裕 哲 

    ９番   森 本   明       10番   殿 井   堯 

    11番   坂 上 東洋士       12番   楠 部 重 計 

    13番   新 家   弘       14番   西   弘 義 

    15番   中 山   進       16番   竹 本 和 泰 

    17番   亀 井 次 男       18番   森 谷 信 哉 

３ 欠席議員は次のとおりである（なし） 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    ２番   堀 江 眞智子       17番   亀 井 次 男 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

   町 長  中 山 正 隆    副 町 長  山 﨑 博 司 

   清 水 行 政 局 長  保 田 永一郎    会 計 課 長  浜 田 文 男 

   総 務 課 長  須佐見 政 人    企 画 財 政 課 長  山 﨑 正 行 

   総 合 業 務 課 長  高 垣 忠 由    消 防 長  前 田 英 幸 

   福 祉 課 長  星 田 仁 志    環 境 衛 生 課 長  河 島 一 昭 

   住 民 課 長  福 原 茂 記    税 務 課 長  赤 井 康 彦 
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   建 設 課 長  東   信 行    産 業 課 長  中 島 詳 裕 

   地 籍 調 査 課 長  大 方   肇    水 道 課 長  山 本 満寿典 

   下 水 道 課 長  東   敏 雄    教 育 委 員 長  早 田 智 代 

   教 育 長  楠 木   茂    学 校 教 育 課 長  坂 上 泰 司 

   社 会 教 育 課 長  三 角   治 

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  本 下 浩 久    書 記  池  ひろ子 

８ 議事の経過 

開会 ９時３０分 

○議長（前利夫） 

   おはようございます。 

   ただいまの出席議員は１８人であります。 

   定足数に達していますので、第１回有田川町議会定例会は成立いたしました。 

   ただいまから、平成２２年第１回有田川町議会定例会を開会します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（前利夫） 

   会議に先立ちまして、去る２月９日、全国町村議会議長会第６１回定期総会が開催

され、地域の振興の発展及び住民福祉の向上のため、議会の活性化に努められた功績

が認められ、このたび町村議会表彰として有田川町議会が表彰されましたので、ただ

いまから表彰の伝達式を行います。 

   表彰状 

   和歌山県有田川町議会殿 

   貴議会は、地域の振興、発展及び住民福祉の向上のため、議会の活性化に努められ

ました。その功績は顕著であり、他の範とするにふさわしいものであります。よって、

ここにこれを表彰します。 

   平成２２年２月９日 全国町村議会議長会会長 野村弘（代読） 

〔拍 手〕 

○議長（前利夫） 

   続きまして、去る２月２３日、教育委員会定例会におきまして、教育委員長に選任

されました、早田智代教育委員長から発言を求められていますので、これを許可しま

す。 

○教育委員長（早田智代） 

   失礼いたします。ただいま議長さんの方からご紹介いただきましたように、私は、

さきの教育委員会定例会で委員長に選任されました、本町の教育委員長を拝命いたし

ました早田智代でございます。 

   先生方には、平素より教育委員会に対しまして格段のご高配を賜りまして、まこと
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にありがとうございます。微力な私にとりましては、大変重い職務でございますが、

全力を尽くしてまいる所存でございます。どうぞよろしくご指導、ご鞭撻を賜ります

よう心よりお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。 

〔拍 手〕 

○議長（前利夫） 

   早田教育委員長に申し上げます。 

   このたびの教育委員長のご就任、おめでとうございます。 

   これから、教育委員長として有田川町の教育行政進展のために、より一層のご尽力

を賜り、今後ますますのご活躍を期待していますので、どうかよろしくお願い申し上

げます。 

   続きまして、去る２月２３日、町長より教育委員に任命されました三ツ村あけみ教

育委員から発言を求められていますので、これを許可します。 

○教育委員（三ツ村あけみ） 

   おはようございます。このたび、教育委員として任命いただきました三ツ村あけみ

でございます。教職３３年を終え、やっと、少し早目に終えたんですけども、５年間、

地域でボランティアを中心に地域行事の方に参加させてもらっております。行政とい

う分野は全く初めてなんですけども、先日、毛保委員長から、大変だけども、人との

出会いというのは楽しいもんやでっていうお話を伺いました。そのことを胸に、新た

な場での出会いを大事にしながら、微力でございますが頑張らせていただきます。ど

うぞご指導、よろしくお願いいたします。 

〔拍 手〕 

○議長（前利夫） 

   三ツ村教育委員に申し上げます。 

   あなたは、平成２２年２月の有田川町議会第１回臨時会において、全会一致で任命

同意されました。これから教育委員として、有田川町の教育行政進展のために、全力

でご尽力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔三ツ村あけみ君 退場〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

開議 ９時３８分 

○議長（前利夫） 

   それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

……………日程第１ 会議録署名議員の指名…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、
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２番、堀江眞智子君、１７番、亀井次男を指名します。 

……………日程第２ 会期の決定…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

   この際、議会運営委員長から、２月２６日に開催された委員会の結果について、ご

報告願います。 

   議会運営委員長、佐々木裕哲君。 

○議会運営委員長（佐々木裕哲） 

   おはようございます。議長の指名がありましたので、議会運営委員会の結果につい

て、ご報告申し上げます。 

   去る２月２６日、議会運営委員会を開き、本定例会の会期、日程等について協議い

たしました結果、会期につきましては、本日から３月２６日までの２３日間とし、日

程については、お手元に配付されている日程表のとおりといたしたく思います。日程

第４から日程第６３までの議案５６件、諮問４件について一括上程を行い、当局から

提案理由の説明を求めた後、全員協議会でご審議いただきたいと思います。 

   なお、全員協議会が終わり次第、本日、本会議で議案審議をお願いいたします。こ

の会期、日程等にご賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう、議員各位のご協力

をお願い申し上げまして、報告といたします。 

○議長（前利夫） 

   お諮りします。 

   ただいまの議会運営委員長から報告のとおり、本定例会の会期は、本日から３月２

６日までの２３日間にいたしたいと思います。 

   ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、会期は、本日から３月２６日までの２３日間に決定しました。 

……………日程第３ 諸般の報告…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第３、諸般の報告を行います。 

   本定例会に町長より提出された議案等は、議案５６件、諮問４件であります。 

   また、本日の説明員は、町長ほか２０人であります。 

   次に、監査委員より、平成２１年１１月、１２月、平成２２年１月分の例月出納検

査の結果及び平成２１年８月から１１月分までの有田川町水道事業の出納検査・定期

監査の結果が、それぞれお手元に配付されており報告されています。 

   以上で諸般の報告を終わります。 
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   お諮りします。 

   日程第４から日程第６３までの議案５６件及び諮問４件を一括議題といたしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、日程第４から日程第６３までの議案５６件及び諮問４件を一括議題と

します。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   おはようございます。本日ここに、平成２２年有田川町議会第１回定例会を招集し

ましたところ、議員各位には何かとお忙しいところご参集賜り、厚く御礼を申し上げ

ます。 

   また、先ほど全国の町村議長会において、有田川町議会、地域の振興、それから福

祉の向上に寄与されたということで全国表彰されました。心からお祝いを申し上げた

いと思います。 

   平成２２年度予算案、その他諸議案のご審議をお願いするに当たり、有田川町長と

して所信の一端を申し上げ、議員各位並びに町民の皆さんに、一層のご理解とご協力

をお願い申し上げる次第であります。 

   このたび、町民の皆さんのご信任を得まして、再び有田川町長という大役を担うこ

とになりました。このたびの選挙戦を通じて、多くの皆様方から力強い激励と温かい

ご支援をいただきました。また反面、ご批判、ご叱責も賜りました。私は、これらの

声を肝に銘じながら、町民に開かれた町政の推進を基本として、今までの実績を検証

するとともに、まちづくりの成果を土台に町民一人一人に生きがいや豊かさを実感で

きる、より質の高いまちづくりを推進していかなければならないと決意をしておりま

す。 

   本町は、合併して一つの節目となる４年が経過し、５年目に入ります。新町として

の醸成も進み、安定期に差しかかっている時期であると思います。今後、これをより

盤石にするとともに、それぞれの地域の特色を生かし、さらに飛躍の年にしていかな

ければならないと考えています。 

   基本的に、有田川町長期総合計画を計画的に実行に移していくことが も重要であ

り、加えて国や周辺の経済、社会情勢を視野に入れた情勢対策に積極的に取り組むこ

とが も必要であると考えております。そのためにも、マニフェストの実行に着実に

着手する所存であります。 

   とりわけ、本年度より小学校６年生までの医療費の無料化を実行してまいります。

－７－ 



県下の厳しい経済状況の中で、「活力ある町、有田川町」を築くためには、行政・議

会・町民の皆さんが一丸とならなければ、到底達し得ることはできません。 

   私は過去の所信表明で、有田川町は限りなく発展する可能性と魅力を秘めた町であ

るということを信念に、行政運営に取り組んでいると申し上げました。その思いは、

今も変わるものではありません。有田川町に住んでよかったと感じていただける行政

運営を貫く決意であります。 

   どうか議員各位には、そのことにご理解をいただきまして、ご指導、ご協力を賜り

ますよう、よろしくお願いを申し上げる次第であります。 

   我が国の経済・社会の現状は、経済の直近の動向を見ますとき、景気は緩やかに持

ち直してきていると言われますけれども、高い失業率や下落傾向にある物価水準など

依然として情勢は厳しく、先行きについても、雇用環境の悪化や円高、デフレによる

景気抑制圧力の拡大、財政悪化に伴う長期金利の上昇など懸念材料が山積し、予断を

許さない状況であります。 

   社会面を中長期的に見ますと、人口の減少と超高齢化が同時に進行するという人類

史上例のない事態を迎えています。また、地球温暖化を初めとした人類の生存にかか

わる地球規模の脅威にも直面していると言えます。 

   このような状況のもと、平成２２年度の国家予算９２兆２，９９２億円が本年１月

２２日に閣議決定され、このうち地方へ配分される、いわゆる地方自治体にとって

も重要な収入源である地方交付税分が出口ベースで１６兆８，９３５億円と、２年連

続で増額されることになりました。 

   また、このほど平成２２年度の地方財政計画が公表されました。この結果、地方税

及び国税収入の減、公債費の増、社会補償関係経費の自然増等により１８兆２，１６

８億円の財源不足を生じるものの、地方交付税においては地方活性化雇用等臨時特例

費の創設などで、前年より１兆７３３億円が増額されました。財源不足については、

臨時財政対策債等の財源確保により国が補てんし、ほぼ前年並みの予算規模が確保さ

れることになりました。 

   それでは、予算についてご説明を申し上げます。 

   平成２２年度の予算編成につきましては、歳入に重点を置いた一般財源枠配分方式

を本年度も実施しています。このことによりまして、計画的な歳出の適正化と効率化

を図るとともに、本町の持続可能な財政構造を構築するという目標に向け、予算編成

に努めているところであります。 

   全体的には、歳入面で、町税収入は前年より下回るものの、税収不足を補うため、

緊急経済対策により国の地方交付税の増額、また地方交付税を町債で一時肩がわりす

る臨時財政対策債を財源に見込んでおります。 

   また歳出面では、社会保障費である民生費の増加を見込んでいます。人件費は職員

数等の減少により抑制傾向にあるとともに、公債費は平成１９年度から実施した繰り
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上げ償還により、前年より９３．１％と減少しています。投資的経費の普通建設事業

は、大型の継続事業の完了により減少しているものの、新規大型事業計画により、ほ

ぼ前年並みとなっています。しかし、公債費比率が高水準で推移することから、依然

として厳しい財政運営を強いられる現状であります。 

   このような中、本年度は従前までの借金と貯金の取り崩しによる予算編成から脱却

した形で、合併以来初めて財政調整基金から取り崩すことなく予算を編成しています。

本年度の一般会計予算額は１４５億３，０００万円、前年に比べて１億６，０００万

円の増額となっています。 

   しかし、新年度から始まる子ども手当の事業費が全体予算を押し上げた形で、実質

的にはほぼ前年度と同じ予算となっています。一般会計及び特別会計の合計は、２３

０億１，５４４万２，０００円で、前年に比べ１億１，７２４万４，０００円の減額

予算となりました。 

   それでは、本定例会に上程いたします議案は、予算案件２５件、条例案件等３１件、

諮問案件４件の計６０件であります。 

   それでは、まず、議案第１５号の平成２２年度有田川町一般会計予算から、ご説明

を申し上げます。 

   歳入総額１４５億３，０００万円で、うち見込み得る一般財源である町税・地方譲

与税・各交付金・地方交付税・臨時財政対策債等の合計１０６億３，０００万円に対

し、義務的経費である人件費・公債費・積立金・一部事務組合負担金等の合計６６億

８，０００万円を除いた残額、一般財源３９億５，０００万円を各課へ配分していま

す。 

   歳入の主なものとしまして、自主財源であります町税に２６億７，００５万３，０

００円を計上しています。 近の経済情勢の落ち込みにより、とりわけ町民税の減収

は回避できないものの、固定資産税については前年度より課税地目の見直し及び負担

調整措置等の見直しにより増額を見込んでいます。また、ほかの町税については、お

おむね前年並みの計上をしています。 

   なお、徴収率は納税意識が高く、県下でトップクラスに位置しているところであり

ます。しかし、滞納対策については、今後も和歌山地方税回収機構等を活用し、滞納

率の減少に努めてまいりたいと考えています。 

   地方譲与税については、１億８，６００万円を計上しています。平成２１年度から

道路特定財源の一般財源化に伴い、地方道路譲与税が廃止され、かわりに地方揮発油

譲与税が創設され一般化されました。また、自動車重量譲与税も名称はそのままであ

りますが、使途制限がなくなり一般化されています。 

   交付金の主なものについては、地方消費税交付金に２億３，１００万円を、自動車

取得税交付金に５，２００万円を、地方特例交付金に子ども手当創設に伴い５，２０

０万円を計上しています。また、その他交付金についても、平成２２年度地方財政計
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画を踏まえたものとしています。 

   地方交付税については、国から地方公共団体へ交付される総額１６兆８，９３５億

円は前年に比べ１兆７３３億円、６．８％の増額となっています。本町においても、

前年比１億円増の６６億円を計上しています。内訳として、普通交付税は地方財政計

画及び前年度決算見込額を踏まえ６１億円を見込み、特別交付税は前年並みの５億円

を見込んでいます。 

   分担金及び負担金は、前年並みの２億１，４８４万円を、使用料及び手数料は、情

報通信施設使用料等に伴う増額の１億１，３８４万２，０００円を、国庫支出金は、

前年に比べ大型事業の完了に伴い、農林水産事業費・土木費において減少しているも

のの、子ども手当負担金に伴う国庫支出金がふえたため、７億３，８６７万４，００

０円を、県支出金に１１億３，５３６万５，０００円を、基金繰入金は主に文教施設

整備基金から１億２，７６１万２，０００円を、町債に２１億９，９５０万円を、内

訳として臨時財政対策債に７億８，０００万円を、総務債に４億８，５９０万円を、

民生債に２，９４０万円を、農林水産事業債に８，３１０万円を、土木債に３億３，

６２０万円を、消防債に９９０万円を、教育債に４億７，５００万円をそれぞれ計上

しています。 

   その他の歳入につきましても、従来の歳入実績に基づき、それぞれの科目に計上い

たしております。 

   歳出におきましても、款別に主なものとして、１款議会費では、前年に比べ人件費

等２，９６２万３，０００円の減額により本年度は１億３６１万５，０００円を、２

款総務費の一般管理費では、退職手当事務組合負担金を各費目へ振りかえたことによ

り前年比１億８，８９４万円の減額を、財産管理費では、新金屋庁舎建設に伴う工事

請負費に２億１，０００万円を、交通安全事業対策費では、工事請負費に５２２万６，

０００円を、情報通信基盤施設費では、電柱移転及び補強業務委託料及び施設整備管

理委託料などの委託料に９，９５４万１，０００円を、施設整備使用料に１，２９２

万２，０００円を、電波遮へい対策事業費では、テレビ共聴施設整備事業補助金に７，

４９６万円を、徴税費の賦課徴収費では、納期前完納報奨金などの報償費に５，０２

０万円を、評価替関連業務委託料等の委託料に６，１４１万９，０００円を、選挙費

の和歌山県知事選挙に３，０００万円を、参議院議員通常選挙費に３，０００万円を、

和歌山県議会議員一般選挙費に３００万円を、統計調査費の指定統計調査費では、統

計調査員報酬に１，０７２万７，０００円をそれぞれ計上しています。 

   ３款民生費の社会福祉総務費では、社会福祉協議会補助金に４，８００万円を、繰

出金として、国民健康保険事業特別会計へ２億７，７８４万１，０００円を、障害者

福祉費では、障害福祉サービス費に２億３，７０６万円を、扶助費として、重度心身

障害児・者医療費等に８，１２４万円を、老人福祉費では、委託料として主たる高齢

者福祉センター運営委託料１，４４６万４，０００円、生きがい活動支援通所事業委
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託料に１，４５５万円、要援護高齢者見守り事業委託料に７８８万円、緊急雇用創出

事業臨時特例基金活用事業委託料に１，５６３万４，０００円をそれぞれ計上してい

ます。 

   扶助費として、老人福祉施設入所措置費等に８，３８５万６，０００円を、繰出金

として、介護保険事業特別会計へ３億８，８９１万３，０００円を、老人保健事業特

別会計へ１４４万７，０００円、後期高齢者医療特別会計へ４億７，５８６万９，０

００円、合わせて８億６，６２２万９，０００円を計上しています。 

   児童福祉費では、委託料として、放課後児童健全育成事業委託料、私立保育所広域

入所委託料及び私立保育所入所委託料などに１億４，０１５万３，０００円を、工事

請負費として、学童保育施設建設工事費に４，８００万円を、扶助費として、乳幼児

医療費及び本年度より町単独施策として実施する子ども医療費助成事業等の扶助に５，

３７７万２，０００円を、児童措置費では、扶助費として、本年度新設されるゼロ歳

から中学生を対象とした子ども手当などに５億８５万円を、母子福祉費では、扶助費

として、ひとり親家庭医療費扶助に２，５７６万円を、保育所費では、委託料に１，

７５９万６，０００円を、４款衛生費の保健衛生総務費では、委託料として、妊婦一

般健康診査委託料及びがん検診委託料等に５，０７３万５，０００円を、じん芥処理

費では、委託料として、ごみ収集運搬業務委託料５，３８６万１，０００円など７，

８３８万円を、またし尿処理費では、合併処理浄化槽設置事業の促進を図るため、本

年度より創設した町単独補助を上積みし、合併処理浄化槽設置補助金に３，４１１万

６，０００円を計上しています。 

   上水道費では、繰出金として、簡易水道事業特別会計へ２億３，７６３万円を、６

款農林水産事業費の農業振興費では、中山間地域直接支払制度交付金に１億９，００

０万円を、農地費では、工事請負費として、小規模土地改良事業、基盤整備事業の主

に黒松農道整備などに１億１，２６６万１，０００円を、公有財産購入費として、小

川地区農村総合整備事業等に伴う用地費に１，８５８万円を、地籍調査費では、委託

料として、地籍調査測量等委託料などに１億３，２７４万９，０００円を、排水事業

費では、繰出金として、農業集落排水特別会計へ２億７，０３５万３，０００円を、

簡易排水事業特別会計へ１４５万６，０００円を、林業費の林道維持改良費では、工

事請負費として、清水毛原線ほか３路線などに１，６９７万円を、林道新設改良費で

は、工事請負費として、遠井堂鳴海線舗装工事に１，０００万円を、森林整備費では、

森林整備地域活動支援交付金に３，０１４万７，０００円を、７款商工費の観光費で

は、委託料として、ふるさと体験施設指定管理料１，５００万円など２，７４０万７，

０００円を、繰出金として、かなや明恵峡温泉特別会計へ３００万円を、８款土木費

の道路橋梁維持費では、町単独の工事請負費として８，５００万円を、道路新設改良

費では、工事請負費として、地域活動基盤創造交付金事業、過疎対策事業、辺地対策

事業及び合併特例事業に２億２，０８３万４，０００円を、都市計画費では、委託料
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として、コミュニティバス運行委託料に１，１１８万９，０００円を、下水道費の公

共下水道事業費では、繰出金として、公共下水道事業特別会計へ１億６，９７４万８，

０００円を、９款消防費の消防施設費では、工事請負費として、防火水槽整備工事費

に１，４４０万円を、備品購入費に２，５３０万円を、１０款教育費の通学対策費で

は、委託費として、スクールバス運行管理委託料に４，４２５万５，０００円を、義

務教育振興費では、町施策として、特色ある学校づくり施策の教育活動奨励交付金に

１，４００万円を、小学校費の学校建設費では、工事請負費として、電波障害対策工

事などに６５７万円を、中学校費の学校建設費では、公有財産購入費として、吉備中

学校改築用地購入費に５億円を、物件補償費として吉備中学校改築に伴い１億円を、

社会教育費の図書館費では、委託料として、図書館司書等育成事業委託料などを含む

２，５５６万３，０００円を、備品購入費として、図書購入費に１，２００万円を、

社会教育施設費では、工事請負費として、御霊公民館解体及び生石天文台解体工事費

に１，０００万円を、１２款公債費では、元利償還金に２８億７，６２４万４，００

０円を、１３款諸支出金の基金費では、積立金として、合併地域振興基金などへ２億

３，４４５万円を、また一般会計から各特別会計への繰出金として、国民健康保険事

業特別会計へ２億７，７８４万１，０００円を、老人保健事業特別会計へ１４４万７，

０００円を、後期高齢者医療特別会計へ４億７，５８６万９，０００円を、介護保険

事業特別会計へ３億８，８９１万３，０００円を、簡易水道事業特別会計へ２億３，

７６３万円を、公共下水道事業特別会計へ１億６，９７４万８，０００円を、農業集

落排水事業特別会計へ２億７，０３５万３，０００円を、簡易排水事業特別会計へ１

４５万６，０００円を、かなや明恵峡温泉特別会計へ３００万円を、八幡山林財産区

管理会特別会計へ７０万円を計上しています。 

   その他にも、所用の経費を計上した結果、平成２２年度一般会計予算は、歳入・歳

出それぞれ１４５億３，０００万円、前年比１.１％の増と相なりました。 

   次に、各特別会計予算について、ご説明を申し上げます。 

   議案第１６号は、平成２２年度有田川町国民健康保険事業特別会計予算であります。 

   国民健康保険事業は、医療費の動向に大きく左右されるものでありますので、疾病

の早期発見、早期治療を目指すことはもちろん、予防医療に 重点を置いた健康づく

り事業を推進しているところであります。 

   医療費は、年々増加と被保険者の減少という依然として厳しい中、保険給付費、後

期高齢者支援金、介護給付費、共同事業拠出金、保険事業費等に３６億７，０５７万

９，０００円を計上しています。 

   なお、この財源として、国民健康保険税、療養給付費交付金、前期高齢者交付金、

国・県支出金、共同事業交付金、繰入金などを充てることにしています。 

   議案第１７号は、平成２２年度有田川町老人保健事業特別会計予算であります。 

   高齢化の進行に伴い、老人医療が年々増加している現状であります。当老人保健事
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業特別会計は、本年度、後期高齢者医療制度への移行の 終年度に当たり、経過的予

算として３０１万２，０００円を計上しております。この財源として、支払基金交付

金、繰入金を充てることにしております。 

   議案第１８号は、平成２２年度有田川町後期高齢者医療特別会計予算であります。 

   本年度予算として、後期高齢者医療広域連合納付金等に６億８，６３１万１，００

０円を計上しています。この財源として、保険料及び一般会計繰入金を充てることに

いたしております。 

   議案第１９号は、平成２２年度有田川町介護保険事業特別会計予算であります。 

   介護保険事業に要する保険給付費として、介護サービス費、介護予防サービス費、

高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費及び地域支援事業費等に２３億５，

２２８万５，０００円を計上しています。この財源として、保険料、支払基金交付金、

国・県支出金及び繰入金を充てることにいたしております。 

   議案第２０号は、有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計予算であります。 

   特別養護老人ホームしみず園の基金利子８８万６，０００円を歳入として予算化す

るとともに、特別養護老人ホームしみず園基金に積立金として歳出しています。 

   議案第２１号は、平成２２年度有田川町簡易水道事業特別会計予算であります。 

   前年度から着手している黒松地区と立石地区の簡易水道施設整備費として３億１，

９８４万７，０００円を計上し、予算総額は７億２，５６１万２，０００円と相なり

ました。この財源として、分担金、使用料、国庫支出金及び繰入金、町債を充てるこ

とにしております。 

   議案第２２号は、平成２２年度有田川町公共下水道事業特別会計予算であります。 

   第２期計画に伴う施設整備事業費では、天満地区及び明王寺地区の工事請負費とし

て６億７，３５２万５，０００円を、雨水対策事業費として７，６００万円を、公債

費に８，８８０万円を計上し、予算総額は１２億８，０５５万８，０００円と相なり

ます。 

   なお、財源として、使用料、負担金、国庫支出金、繰入金及び町債を充てることに

しております。 

   議案第２３号は、平成２２年度有田川町農業集落排水事業特別会計予算であります。 

   現在、吉原地区、田殿地区、徳田地区、吉見地区、熊井・奥地区の五つの処理施設

が供用中であります。総務管理費の施設管理費では、工事請負費として、徳田地区処

理施設のスクリーンユニット改修工事に２，０００万円を、熊井・奥地区処理施設の

中継ポンプ改修工事に２００万円を計上し、処理施設管理費、町債の元利償還金など

予算総額は、３億１，７１６万５，０００円と相なりました。 

   なお、財源としまして、分担金、使用料、一般会計繰入金を充てることにしており

ます。 

   議案第２４号は、平成２２年度有田川町簡易水道事業特別会計予算であります。 
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   本年度予算につきましては、簡易排水施設管理費、町債の元利償還金などに２７１

万８，０００円を計上しております。 

   議案第２５号は、平成２２年度有田川町浄化槽事業特別会計予算であります。 

   今年度予算につきましては、施設管理費、町債の元利償還金などに７１７万３，０

００円を計上しております。 

   議案第２６号は、平成２２年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算であります。 

   本年度予算につきましては、施設管理費等に１億１，７７８万円を計上しています。

この財源として、使用料、販売収入などの諸収入、一般会計繰入金を充てることにし

ております。 

   議案第２７号は、平成２２年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計予算であります。 

   本年度予算につきましては、財産区管理会委員報酬などに５万８，０００円を計上

しております。 

   議案第２８号は、平成２２年度有田川町粟生財産区管理会特別会計予算であります。 

   本年度予算につきましては、財産区管理会委員報酬及び労務作業賃金等に４３万７，

０００円を計上しております。 

   議案第２９号は、平成２２年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計予算であり

ます。 

   本年度予算につきましては、財産区管理委員報酬及び予備費等に１８１万２，００

０円を計上しております。 

   議案第３０号は、平成２２年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計予算であり

ます。 

   本年度の予算につきましては、財産区管理委員報酬及び公有林整備事業債の元利償

還に伴う一般会計繰出金などに１００万円を計上しています。 

   議案第３１号は、平成２２年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計予算であり

ます。 

   本年度予算につきましては、財産区管理委員報酬などに１１万３，０００円を計上

しています。 

   議案第３２号は、平成２２年度有田川町水道事業会計予算であります。 

   まず、収益的予算であります。水道事業収益が３億７，７９４万９，０００円で、

主に水道使用料でございます。水道事業費は３億６，８７２万２，０００円を計上し

ており、その内容は、水道施設の維持管理費や企業債償還利息等の経常経費及び減価

償却費などでございます。 

   また、資本的収入は２億３，１６１万５，０００円で、公共下水道事業及び県事業

に伴う移設補償費などの負担金です。資本的支出は３億７，２９８万３，０００円を

計上しており、建設改良費と企業債償還元金であります。建設改良費の主たる内訳は、

第９号取水井築造事業、浄水場進入路新設及び下水道等に伴う水道施設移設工事など
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です。資本的収入が資本的支出に対し不足する額、１億４，１３６万８，０００円は、

損益勘定留保資金等で補てんいたします。 

   以上で、平成２２年度当初予算の説明を終わります。 

   次に、平成２２年度予算以外の議案について、ご説明申し上げます。 

   議案第８号は、平成２１年度有田川町一般会計補正予算第６号であります。 

   今回の補正は、歳入においては、通常予算として町税、国・県支出金及び町債など

の現時点での見込み得る額が把握できましたので、増減補正するものであります。ま

た、補正の大きなものとしまして、歳入で国の経済対策の一環であるきめ細かな臨時

交付金及び公共投資臨時交付金が交付されることになりましたので、４億２，８２６

万８，０００円を増額補正するものであります。 

   また、歳出においては、きめ細かな臨時交付金事業に２億９，２００万円を、公共

投資臨時交付金事業に２億３，７００万円を補正いたします。その他の歳出につきま

しても、国・県補助対象費の決定に伴う補正を行い、未執行額となる見込み額を減額

した結果、今回の補正額は２億８，４６９万６，０００円と相なりました。 

   なお、この財源として、町税、国・県支出金及び諸収入を充てることにしておりま

す。 

   議案第９号は、平成２１年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号で

あります。 

   今回の補正は、保険給付費、老人保健拠出金、共同事業拠出金及び保健事業費など

見込み得る額が把握できましたので、１億４，１３４万５，０００円の減額補正を行

うものであります。 

   なお、補正後の予算総額は３７億１，８４５万円と相なりました。 

   議案第１０号は、平成２１年度有田川町老人保健事業特別会計補正予算第３号であ

ります。 

   今回の補正は、医療給付費等の医療諸費の見込み得る額が把握できましたので、１，

４５５万円を減額し、補正後の予算総額は１，８４８万３，０００円と相なりました。 

   議案第１１号は、平成２１年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号で

あります。 

   今回の補正は、後期高齢者医療広域連合納付金及び償還金など見込み得る額が把握

できましたので、２，８４５万５，０００円を増額し、補正後の予算総額は６億９，

７１５万２，０００円と相なりました。 

   なお、財源として諸収入金を充てることにしています。 

   議案第１２号は、平成２１年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第３号であ

ります。 

   今回の補正は、介護給付費準備基金積立金に４８７万３，０００円を増額補正して

います。補正後の予算額は、２３億７，７１２万９，０００円と相なりました。 

－１５－ 



   なお、この財源に基金繰入金を充てることにしています。 

   議案第１３号は、平成２１年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計補正予

算第１号であります。 

   今回の補正は、施設管理費に２２７万４，０００円の不用が出ましたので減額補正

するものです。補正後の予算額は３２４万４，０００円となりました。 

   議案第１４号は、平成２１年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正予算第１号

であります。 

   今回の補正は、歳入において温泉利用料及び販売所等諸収入の減収が把握できまし

たので、これを補正するとともに歳出において未執行額となる見込み額を減額した結

果、１，９１１万８，０００円を減額補正するものであります。補正後の予算総額は、

９，４０８万８，０００円と相なりました。 

   議案第３３号は、有田川町名誉町民条例の制定についてであります。 

   社会の進歩、文化の興隆に貢献し、顕著な功績があった町民、または特に縁故の深

い者で郷土の誇りとなる者に対し、有田川町名誉町民の称号を贈ることについて、本

条例を制定いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第３４号は、有田川町へき地地域定住促進対策条例の制定についてであります。 

   へき地地区住民の増加及び定住を促進することにより、均衡ある町勢の発展を図り、

住みよい活力あるまちづくりに寄与することを目的に本条例を制定いたしたく、議会

の同意をお願いするものであります。 

   議案第３５号は、有田川町使用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。 

   今回の改正は、きび会館については室名が現状と合わなくなっていること、また附

帯設備については使用できないものが多く、現在、使用料を徴収していないことから、

本条例の一部改正について議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第３６号は、有田川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてで

あります。 

   今回の改正は、国の地方分権改革推進委員会の勧告を受け、勧告された事務や全国

的に移譲が進んでいる事務などについて、和歌山県と県下３０市町村が協議の結果、

平成２２年４月１日から３１の法律に関する事務が県から市町村へ移譲されることに

より、本条例の一部改正について、議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第３７号は、有田川町簡易水道事業基金条例の制定についてであります。 

   簡易水道事業の健全な運営に資するため、地方自治法第２４１条第１項の規定に基

づき本条例を制定いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第３８号は、有田川町立学校に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。 

   今回の改正は、有田川町立早月小学校について一時閉鎖から５年がたち、今後も児
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童の増加が見込めず廃止することに伴い、本条例の一部改正について、議会の同意を

お願いするものであります。 

   議案第３９号は、有田川町生石天文台条例を廃止する条例の制定についてでありま

す。 

   生石天文台については、平成２０年４月から休館状態であり、また施設も老朽化し

ているため今回撤去することとし、本条例を廃止いたしたく、議会の同意をお願いす

るものであります。 

   議案第４０号は、有田川町体育施設条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。 

   今回の改正は、金屋若者広場テニスコート、長谷川テニスコートについては、老朽

化により合併当時から使用されていない状況であるため、２施設を廃止いたしたく、

議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第４１号は、有田川町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について

であります。 

   今回の改正は、現在町立保育所の入所定員について、かなり現実とかけ離れており、

実際の入所人数に即した定員に変更し、並びに金屋第三保育所の移転に伴い位置の変

更など本条例の一部改正について、議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第４２号は、有田川町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてであります。 

   今回の改正は、乳幼児医療費の支給申請期間に関する和歌山県乳幼児医療費助成事

業事務取扱要領が改正され、以前は保険給付を受けた日から起算して１年以内の申請

が必要でありましたが、申請期間の県要領がなくなったことに伴い、受給者の利便性

を考え期間を延長することなど本条例の一部改正について、議会の同意をお願いする

ものであります。 

   議案第４３号は、有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてであります。 

   今回の改正は、ひとり親家庭医療費の支給申請期間に関する和歌山県ひとり親家庭

医療費助成事業事務取扱要領が改正され、以前は保険給付を受けた日から起算して１

年以内の申請が必要でしたが、申請期間の県要領がなくなったことに伴い、受給者の

利便性を考え期間を延長することなど本条例の一部改正について、議会の同意をお願

いするものであります。 

   議案第４４号は、有田川町子ども医療費の支給に関する条例の制定についてであり

ます。 

   ６歳に達する日以降の 初の４月１日から、１２歳に達する日以後の 初の３月３

１日までの子どもの医療費の無料化の実施に伴い、本条例を制定いたしたく、議会の

同意をお願いするものであります。 
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   議案第４５号は、有田川町生活改善センター条例の一部を改正する条例の制定につ

いてであります。 

   今回の改正は、岩倉地区生活改善センターの管理を地元川口区へ委託していました

けれども、委託契約が破棄され今後の活用についても見込めないことから、本条例の

一部改正について、議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第４６号は、有田川町野営場等林間休養施設条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。 

   今回の改正は、平成２１年度観光活性化施策推進基金事業について施設の一部にあ

る老朽化したバンガローを撤去したため、本条例の一部改正について、議会の同意を

お願いするものであります。 

   議案第４７号は、有田川町ふるさとふれあいの丘条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。 

   今回の改正は、平成２１年度経済危機対策事業において、施設の一部にあるリフト

及びスライダーを撤去したため、本条例の一部改正について、議会の同意をお願いす

るものであります。 

   議案第４８号は、有田川町藤並駅前広場条例の制定についてであります。 

   ＪＲ藤並駅の利用者の利便性及び通行の安全を図るとともに、地域の活性化及び地

域住民の交流、憩いの場を提供することを目的に本条例を制定いたしたく、議会の同

意をお願いするものであります。 

   議案第４９号は、有田川町火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。 

   今回の改正は、大阪市の個室ビデオ店火災を踏まえた防火安全対策について、「個

室に設ける外開き戸のうち、避難通路に面するものにあっては、開放した場合におい

て自動的に閉鎖するものとし、避難上有効に管理しなければならない」との条文を追

加するため、本条例の一部改正について、議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第５０号は、有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部改正をする条例の制定についてであります。 

   今回の改正は、附則において平成２６年１月３１日までの間に限り、町長、副町長

に支給すべき給料は、町長においては３万５，０００円、副町長においては１万５，

０００円減額した額とすることを追加するため、本条例の一部改正について、議会の

同意をお願いするものであります。 

   議案第５１号は、有田川町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてであります。 

   今回の改正は、附則において平成２６年１月３１日までの間に限り、教育長に支給

すべき給料は１万円を減額した額とすることを追加するため、本条例の一部改正につ

いて、議会の同意をお願いするものであります。 

－１８－ 



   議案第５２号は、有田川町道路線の廃止についてであります。 

   有田川町大字明王寺から庄地内町道明王寺庄線延長４，３３０メートルについて、

道路法の規定により、路線を廃止するものであります。 

   なお、本路線については、終点地点を変更し、再度認定いたします。 

   議案第５３号は、有田川町道路線の廃止についてであります。 

   有田川町大字金屋及び中井原地内町道中井原中央線延長３２４メートルについて、

道路法の規定により、路線の廃止をお願いするものであります。 

   なお、本路線につきましては、終点地点を変更し、再度認定をいたします。 

   議案第５４号は、有田川町道路線の認定についてであります。 

   有田川町大字明王寺から庄地内町道明王寺庄線延長５，２７６メートルを、道路法

の規定により、町道の認定をお願いするものであります。 

   議案第５５号は、有田川町道路線の認定についてであります。 

   有田川町大字金屋及び中井原地内町道中井原中央線延長９６２メートルを、道路法

の規定により、町道の認定をお願いするものであります。 

   議案第５６号は、平成２１年度白馬中学校地震補強・大規模改造建築工事の請負契

約についてであります。 

   平成２１年度白馬中学校地震補強・大規模改造建築工事を施工するため、平成２２

年２月２５日に５業者を指名し、競争入札に付したところ、有田川町大字粟生２４５

番地２株式会社本組代表取締役本忠信氏が１億６０５万円で落札いたしましたの

で、工事請負契約を締結するに当たり、議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第５７号は、平成２０年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業有田川町情報

通信基盤整備工事の請負変更契約についてであります。 

   平成２０年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業有田川町情報通信基盤整備工事

について、平成２１年９月１８日第３回定例会において、契約金額６億４，３４２万

６，０３５円で議決をいただいているものでありますが、今回、光ケーブル伝送路に

おいて、地権者の同意が得られなかった等によるルート変更及び加入者の増加による

増額、並びに公共ネットワーク拠点における光ケーブルの有効利用を行うため、機器

の増設を行いたく、４，７１５万９，１５０円増額の６億９，０５８万５，１８５円

に変更いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第５８号は、財産の取得の変更についてであります。 

   平成２０年度繰越地域活性化・生活対策臨時交付金事業地上デジタル放送対応テレ

ビ購入については、平成２１年１１月３０日第４回定例会において、契約金額８２８

万４，５００円で議決をいただいているものでありますが、現地調査の結果、既存の

部材も使用可能なものがあり、それを使用することにより３４万９５８円減額の７９

４万３，５４２円に変更契約いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第５９号は、有田川町岩倉財産区管理会管理委員の選任の同意についてであり
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ます。 

   有田川町大字岩野河３５４番地、岩室泰彰氏、同じく岩野河１４９番地１、出雲一

良氏、同じく川口１００１番地２、朗氏、同じく川口１６５番地、寺垣文男氏、同

じく谷６８９番地、毛保敦氏、同じく谷２５８番地、中畑利一氏、同じく立石２７６

番地、上山一夫氏を有田川町岩倉財産区管理会管理委員に選任いたしたく、議会の同

意をお願いするものであります。 

   議案第６０号は、有田川町粟生財産区管理会管理委員の選任の同意についてであり

ます。 

   有田川町大字粟生１２２番地、植木泰宏氏、同じく粟生８９番地２、上門俊夫氏、

同じく粟生２２４番地２、武内崇直氏、同じく粟生４１８番地、田首冨行氏、同じく

粟生７８７番地、南節夫氏、同じく粟生５０２番地、岡亨弘氏、同じく粟生１１２６

番地、岩本好一郎氏を、有田川町粟生財産区管理会管理委員に選任いたしたく、議会

の同意をお願いするものであります。 

   議案第６１号は、有田川町城山山林財産区管理会管理委員の選任の同意についてで

あります。 

   有田川町大字二川２９２番地１、下坊重利氏、同じく日物川１１１番地、北浦徳一

氏、同じく東大谷８１０番地、宮崎敬造氏、同じく東大谷２１５番地、澤田精太氏、

同じく二川７２７番地、冨本禎信氏、同じく境川４３８番地、柴垣好彦氏、同じく日

物川２５６番地、神崎毅氏を、有田川町城山山林財団区管理会管理委員に選任いたし

たく、議会の同意をお願いするものであります。 

   議案第６２号は、有田川町八幡山林財産区管理会管理委員の選任の同意についてで

あります。 

   有田川町大字清水１３５７番地３、井上喜代治氏、同じく清水６７６番地１、岡野

良一氏、同じく三田３２３番地、尾前昭氏、同じく下湯川５９１番地、大久保家宏氏、

同じく沼３９１番地、大藪宣玖氏、同じく楠本４７８番地１、竹上昌宏氏を、有田川

町八幡山林財産区管理会管理委員に選任いたしたく、議会の同意をお願いするもので

あります。 

   議案第６３号は、有田川町安諦山林財産区管理会管理委員の選任の同意についてで

あります。 

   有田川町大字杉野原５２番地、松山安一氏、同じく杉野原３４０番地、堂上利夫氏、

同じく押手５９２番地、坂頭正朗氏、同じく押手５８６番地、久保勇氏、同じく沼谷

２７６番地、前久保清次氏、同じく板尾９６０番地、東本久貴氏、同じく井谷２３番

地、大西國昭氏を、有田川町安諦山林財産区管理会管理委員に選任いたしたく、議会

の同意をお願いするものであります。 

   諮問第１号は、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてであり

ます。 
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   人権擁護委員、橋本彰氏が、平成２２年６月３０日をもって任期満了となりますが、

人格が高潔で人権擁護に関し識見を有する同氏を、引き続き人権擁護委員候補として

推薦したいので、議会の同意を求めるものであります。 

   諮問第２号は、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてであり

ます。 

   人権擁護委員、川口俊美氏が、平成２２年６月３０日をもって任期満了となります。

つきましては、その後任に人格が高潔で人権擁護に関し識見を有する、有田川町大字

庄３１番地９２、中井勇氏を人権擁護委員候補者として推薦いたしたいので、議会の

同意を求めるものであります。 

   諮問３号は、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてでありま

す。 

   人権擁護委員、三輪琢造氏が、平成２２年６月３０日をもって任期満了になります。

つきましては、その後任に人格が高潔で人権擁護に関し識見を有する、有田川町大字

小川１３５３番地、畑中泰武氏を人権擁護委員候補者として推薦したいので、議会の

同意を求めるものであります。 

   諮問第４号は、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてであり

ます。 

   人権擁護委員、池尻寿夫氏が、平成２２年６月３０日をもって任期満了となります。

つきましては、その後任に人格が高潔で人権擁護に関し識見を有する、有田川町大字

吉原３５５番地、佐々木信彦氏を人権擁護委員候補者として推薦したいので、議会の

同意を求めるものであります。 

   以上で、提出議案に対する私の説明を終わります。どうかご審議の上、ご賛同賜り

ますよう、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。 

○議長（前利夫） 

   以上、町長の提案理由の説明が終わりました。 

   続きまして、補足説明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   ないようですので、提案理由の説明を終わります。 

   しばらく休憩します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時４８分 

再開 １４時３１分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（前利夫） 

   再開いたします。 

－２１－ 



……………日程第４ 議案第８号…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第４、議案第８号、平成２１年度有田川町一般会計補正予算第６号を議題とし

ます。 

   質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（前利夫） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決しました。 

……………日程第５ 議案第９号…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第５、議案第９号、平成２１年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算

第２号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（前利夫） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決しました。 
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……………日程第６ 議案第１０号…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第６、議案第１０号、平成２１年度有田川町老人保健事業特別会計補正予算第

３号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（前利夫） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決しました。 

……………日程第７ 議案第１１号…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第７、議案第１１号、平成２１年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算

第２号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（前利夫） 

   起立多数であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決しました。 
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……………日程第８ 議案第１２号…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第８、議案第１２号、平成２１年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第

３号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（前利夫） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決しました。 

……………日程第９ 議案第１３号…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第９、議案第１３号、平成２１年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会

計補正予算第１号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（前利夫） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決しました。 
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……………日程第１０ 議案第１４号…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第１０、議案第１４号、平成２１年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計補正

予算第１号を議題とします。 

   質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（前利夫） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決しました。 

……………日程第１１ 議案第５６号…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第１１、議案第５６号、平成２１年度白馬中学校地震補強・大規模改造建築工

事の請負契約についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑ありませんか。 

   １７番、亀井次男君。 

○１７番（亀井次男） 

   早田教育委員長さんにお尋ねします。 

   この５６号の期間中には、どういうような学校教育が行われるんですか。また、工

事はいつからで、いつに完成していくのか、その２点について。 

○議長（前利夫） 

   教育委員長。 

○教育委員長（早田智代） 

   詳しいことは、まだわからないんですけれども、一応義務教育ですので、授業の方

は通常どおりいたします。 

   それから工期の方は、ちょっと事務局の方から答弁をさせていただきたいと思うん

ですけれども、本当に私も白馬中学にかつて勤めていたんですけれども、この耐震工

事をしていただけること、大変ありがたく思ってございます。以上でございます。 

－２５－ 



○議長（前利夫） 

   学校教育課長。 

○学校教育課長（坂上泰司） 

   亀井議員さんの質問にお答えさせていただきます。 

  工事は一応３月３１日までですが、繰り越しいたしまして、夏休みに工事を行います。

それで９月末完成を目指しております。以上でございます。 

○議長（前利夫） 

   ほかに質疑ございませんか。 

   １０番。 

○１０番（殿井 堯） 

   この議案についての質問じゃない。これの関連のなんですけども、大変耐震構造に

ついてはスムーズに教育の方は力を入れてやってくれてると思うんですけども、有田

川町は一番 終的にこの耐震構造を終えるのは大体いつごろになるんか、その件だけ

もし聞かせてもらえるんでしたら、聞かせてもらいたいなと思ってるんですけども。 

○議長（前利夫） 

   教育長。 

○教育長（楠木 茂） 

   殿井議員さんにお答えをいたします。 

   現有田川町の小・中学校、ほとんど耐震を終えております。この白馬中学校、 後

に一番大きな吉備中学校が残っております。これはもう来年に設計に入りまして、あ

との２カ年で工事を終えたいと、こういうふうに考えております。以上です。 

○議長（前利夫） 

   ほかにございませんか。―― よろしいですか。 

   それでは質疑を打ち切りまして、これから討論を行います。 

   討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（前利夫） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決しました。 

……………日程第１２ 議案第５７号…………… 

○議長（前利夫） 

－２６－ 



   日程第１２、議案第５７号、平成２０年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業有

田川町情報通信基盤整備工事の請負契約についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（前利夫） 

   起立全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決しました。 

……………日程第１３ 議案第５８…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第１３、議案第５８号、財産の取得の変更についてを議題とします。 

   質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   討論なしと認めます。 

   これより、採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（前利夫） 

   全員であります。 

   よって本案は、原案のとおり可決しました。 

   お諮りします。 

   日程の順序を変更し、日程第６４、選挙第７号を先に議題としたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

－２７－ 



〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   異議なしと認めます。 

   日程の順序を変更し、日程第６４、選挙第７号を先に議題とすることに決定しまし

た。 

……………日程第６４ 選挙第７号…………… 

○議長（前利夫） 

   日程第６４、選挙第７号、有田川町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行い

ます。 

   お諮りします。 

   選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選し

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しま

した。 

   お諮りします。 

   指名の方法については、私議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   異議なしと認めます。したがって、私議長が指名することに決定しました。 

   選挙管理委員会委員には、椿原寛司君、堀江哲夫君、高垣嘉宏君、大藪忠美君、以

上の方を指名します。 

   お諮りします。 

   ただいま指名しました方を、選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   異議なしと認めます。 

   したがいまして、指名しました椿原寛司君、堀江哲夫君、高垣嘉宏君、大藪忠美君、

以上の方が選挙管理委員会委員に当選されました。 

   次に、同補充員の指名を行います。 

   選挙管理委員会委員の補充員には、第１順位、城正治君、第２順位、松浦朗君、第

３順位、前西哲男君、第４順位、大原章義君、以上の方を指名します。 

   お諮りします。 

－２８－ 



－２９－ 

   ただいま指名しました方を、選挙管理委員会委員の補充員の当選人と定めることに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   異議なしと認めます。 

   したがいまして、ただいま指名しました第１順位、城正治君、第２順位、松浦朗君、

第３順位、前西哲男君、第４順位、大原章義君、以上の方が、順序のとおり、選挙管

理委員会委員の補充員に当選されました。 

   お諮りします。 

   日程第１４、議案第１５号から日程第６３、諮問第４号までを提案理由の説明だけ

にとどめ、議案調査のため審議を中止したいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前利夫） 

   異議なしと認めます。 

   本日の会議は、これで延会にしたいと思います。 

   なお、次回の本会議は、３月１７日、水曜日、午前９時３０分から再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

延会 １４時４６分 

 

 


